
 

 

令和８年度鹿児島市交通局バス運転士（免許非保有者）会計年度任用職員募集要項 

 

 鹿児島市交通局バス運転士（免許非保有者）会計年度任用職員を募集します。 

 

１ 業務内容          

(1) 一般乗合バス等の運転業務 

(2) その他所属長が指示する事項 

 

２ 募集人員    ２名 

 

３ 応募資格 

(1) 昭和６２年４月２日以降に生まれた者 

(2) 大型自動車第二種運転免許を有していない者 

(3) 大型自動車第二種運転免許試験の受験資格を有する者 

（普通自動車第一種運転免許、大型自動車第一種運転免許を取得後、通算３年以上経過してい

る者等） 

(4) 過去３か年間において違反のない者 

(5) 次のいずれか（欠格条項）に該当する者は応募できません。 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくな 

るまでの者 

    イ 鹿児島市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者 

    ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する 

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 （6）裸眼又は矯正による視力が両眼で 0.8以上、かつ一眼でそれぞれ 0.5以上あること。 

 

４ 選考の方法及び内容 

・面接試験  個別面接を行います。 

※日時及び場所は、個別に通知します。 

  

５ 合格から採用まで 

   合格者は、研修生（日額８，２６０円）として雇用され、自動車教習所で第二種自動車運転免許

を取得していただきます。 

  免許取得後は路線バス運転士としての研修（約３か月間）を行い、研修終了後にバス運転士（会

計年度任用職員）として採用します。 

  なお、自動車教習所での教習費用については上限６０万円の範囲内で給付を行います。 

 ※ただし、バス運転士として単独乗務後３年以内に退職した場合などは、給付金を返還いただくこ

とがあります。詳しくは「大型自動車第二種運転免許取得支援制度について」をご覧ください。 

  

  採用予定日 令和８年１０月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 選考結果の開示 

選考の結果については、鹿児島市個人情報保護条例第２４条第１項の規定により、以下のとおり

口頭で開示を申し出ることができます。 

開示申出ができる人 開示内容 開示期間 開示場所 

不合格者 

応募者本人の総合得

点及び順位、合格最低

点 

合否の結果発送の日

から起算して１か月

間 

交通局総務課 

 

開示申出をする場合は、必ず応募者本人（代理は認めません。）が、本人であることを証明する書

類（マイナンバーカード、運転免許証、旅券、学生証等）を持参し、交通局バス事業課へ直接おこ

しください。電話やはがき等による申出では開示できません。 

開示受付は、開示期間内の午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時

間を除く。）です。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けておりません。 

 

７ 応募方法  

(1) 申込手続 

  ① 提出書類    

ア）鹿児島市交通局 会計年度任用職員応募申込書 １通 

      ※写真は申込日前１か月以内に撮影した上半身脱帽正面向（縦４㎝、横３㎝）のものを 

申込書に貼り付けてください。 

※「鹿児島市交通局 会計年度任用職員応募申込書」は、交通局ホームページからダウン

ロード（https://www.kotsu-city-kagoshima.jp/）することができます。 

※メールで提出する場合は、縦４cm×横３cm相当の画像ファイルを添付してください。 

 

   イ）運転記録証明書 1 通 

     ※応募申込書提出時、直近 1 か月以内に取得したもの。 

  ※メールの場合は、PDFファイルに変換して添付してください。 

原本は試験当日にお持ちください。 

    

② 提出先 

 ア）郵送（もしくは窓口に持参） 

   〒８９０－００７２ 鹿児島市上荒田町３７番２０号 

             鹿児島市交通局総務課職員係 

   ※窓口に持参される場合は、交通局局舎の２階・総務課までお越しください。 

  

イ）メール 

  ktsou-syoku@city.kagoshima.lg.jp 

 

※提出された個人情報は、鹿児島市交通局会計年度任用職員選考の資料としての目的以外には使

用いたしません。なお、提出された書類は返却いたしません。 

 

(2) 申込みの受付期間及び受付時間 

 ① 受付期間  令和８年７月１日（水）～令和８年８月２８日（金） 

         （ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

② 受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

③ 郵送の場合は、令和８年８月２８日（金）までに必着 

 

 (3) 問い合わせ先 

   鹿児島市交通局総務課職員係（TEL ０９９－２５７－２１１１） 

http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/


 

 

８ 労働条件等 

 (1)勤務場所  鹿児島市交通局バス事業課新栄営業所（鹿児島市新栄町２２番２８号） 

 

(1) 勤務時間  １週間の勤務時間は３８時間４５分（勤務割表による） 

        ※時間外勤務を命じる場合があります。 

        ※研修生の期間 ８：３０～１６：１５（１週間の勤務時間は３３時間４５分） 

 

(3)休  日  ６週１０休  

        ※研修生の期間 土日祝日 

 

(4)給 料 等  月額２１１，５００円～２５３，８００円 

※給料額は、鹿児島市交通局の関係規程に基づき、実務経験や職責等を考慮の上、

決定します。 

※給料額は給与改定の状況等により変動することがあります。 

※この他期末手当や通勤手当等がそれぞれの支給条件に応じて支給されます。 

 

※研修生の期間 日額８，２６０円 

 

(5)社会保険等  厚生年金保険、地方公務員共済（短期給付事業（健康保険）・福祉事業）、雇用保険

の適用あり 

               ※常勤職員の勤務時間以上勤務した日が１８日以上ある月が、引き続いて１２月

を超える場合、地方公務員共済制度へ加入します。 

 

 

(6)任用期間  任用日から令和９年３月３１日（採用から１か月は条件付採用期間） 

※年度を超えての更新はありませんが、任期ごとに面接や従前の勤務実績に基づ

く客観的な能力実証を行ったうえで、再度任用することとなります。 

          

 (7)服  務  地方公務員法に規定する服務に関する規定（守秘義務、信用失墜行為の禁止、職務 

専念義務、政治的行為の制限など）が適用されるとともに、非違行為等があった場 

合には懲戒処分の対象となります。 

 


